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地方消費税

15.8%

個人県民税

（均等割・所

得割計）

31.7%法人二税計

22.2%

その他

26.1%

○ 当年度の基準財政収入額算定後、基準財政収入額で見込んだ額と実績とが大きくかい離する場合、算定に用いた額と
実績額との差については、減収補てん債の発行や普通交付税の精算措置により是正している。

〇 減収補てん債は、法人事業税等の対象税目の減収を補てんするために発行することができ、当該地方団体はその年
度の収入が確保される。

この地方債の元利償還金は、後年度の基準財政需要額に算入(75％)されることによって財源措置がなされる。

都道府県税収の内訳の推移

減収補填債の発行対象税目

道府県分 ・法人税割 ・法人事業税 ・利子割 ・特別法人事業譲与税

市町村分 ・法人税割 ・利子割交付金 ・法人事業税交付金

H10（決算） H21（決算） R2（地財計画）
地方消費税

16.6%

個人県民税

（均等割・所

得割計）

15.9%

法人二税計

33.1%

その他

34.4%

地方消費税

28.1%

個人県民税

（均等割・所

得割計）

21.9%法人二税計

22.2%

地方法人

特別譲与

税（特別

法人事業

譲与税）

9.7%

その他

18.1%

総計15.3兆円 総計15.3兆円 総計20.7兆円

地方法人特
別譲与税
4.2％

地方消費税（市町村交付金除く）は、税収が都道府県税全体の約３割を占める基幹税となっており、新型コロナウイルス
感染症の影響による消費の抑制や徴収猶予等により、基準財政収入額で見込んだ額から大きく減収となり、社会保障
関係費の財源確保など地方団体の財政運営に著しい影響を与えることが懸念される。
こうしたことから、少なくとも、新型コロナウイルス感染症による景気への影響が生じている間は地方消費税を減収補
てん債の発行対象に追加すべき。

減収補てん債制度の概要

減収補てん債制度の拡充について
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「経済財政運営と改革の基本方針2020」（「骨太の方針2020」）
における地方行財政関係部分 ≪抜粋≫（R2.7.17閣議決定）

第１章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて

感染症拡大による我が国経済への影響は甚大であり、これまで経験したことのない、正に国難とも言うべき

局面に直面した。我が国経済は、総じてみれば、極めて厳しい状況にある。新興国も含めた海外経済全体の

減速の影響を受けやすい製造業のみならず、サービス業にも広く感染症拡大に伴う景気下押しの影響が広が

り、結果として、国民生活に特に重要な雇用情勢も、弱い動きとなっており、感染症の影響を受けて休業者

が大幅に急増し、企業が懸命に雇用を守っている状況にある。

先行きについては、感染拡大防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていく中で、各
種政策の効果もあって、極めて厳しい状況から持ち直しに向かうことが期待されるが、感染リスクがゼロに
ならない以上、直ちに経済や社会が元の姿に戻るというわけではなく、政府として、緊急事態宣言が発出さ
れていた本年４月・５月を底として、経済を内需主導で成長軌道に戻していくことができるよう、経済の下
支えを行いながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図っていく。

（１）感染症の拡大を受けた現下の我が国経済の状況

１．新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現下の経済財政状況

「経済財政運営と改革の基本方針2020」は、現下の情勢下では政府として新型コロナウイルス感染症への対

応が喫緊の課題であることから、令和３年度概算要求の仕組みや手続をできる限り簡素なものとすることと歩

調を合わせ、記載内容を絞り込み、今後の政策対応の大きな方向性に重点を置いたものとしている。「経済財

政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）のうち、本基本方針に記載が無い項目について

も、引き続き着実に実施する。
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当面は、休業者や離職者をはじめ国民の雇用を守り抜くことを最優先とし、決してデフレに戻さない決意を

もって経済財政運営を行う。あわせて、「新たな日常」の実現に向けた動きを加速する。このため、令和２

年度第一次補正予算を含む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」及び令和２年度第二次補正予算を速

やかに実行するとともに、内外の感染症の状況や経済の動向、国民生活への影響を注意深く見極めつつ、必

要に応じて、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活用を含め、臨機応変に、かつ、時機を逸することな

く対応する。

（２）デジタルトランスフォーメーションの推進

５．感染症拡大を踏まえた当面の経済財政運営と経済・財政一体改革

（１）当面の経済財政運営と令和３年度予算編成に向けた考え方

<続き>

感染症拡大により東京一極集中のリスクが認識され首都圏において地方移住への関心が高まっているこの機

を捉え、スマートシティの社会実装、地方大学のＳＴＥＡＭ11人材育成や二地域居住・就業の促進など地方

への新たな人の流れの創出により、多核連携型の国づくりを行う。あわせて、国・地方が連携し、複数地方

自治体による広域的な対応を可能とする公共サービスの広域化・共同化を進め、将来の人口構造の変化に対

応した持続可能な地方行財政制度を構築する。また、地方行財政の「見える化」の推進等を通じて、改革意

欲を高め、効果の高い先進・優良事例の横展開を後押しする。

急速な少子高齢化や働き方の変化、「新たな日常」の構築など、経済社会の構造が大きく変化する中、骨太

方針2019や税制調査会の答申などを踏まえ、持続的な経済成長を維持・促進するとともに、経済成長を阻害

しない安定的な税収基盤を構築する観点から、引き続き、税体系全般にわたる見直し等を進める。

令和３年度予算については、概算要求期限を１か月遅らせるとともに、概算要求の仕組みや手続をできる限

り簡素なものとする。感染症拡大の動向とその経済・国民生活への影響を見極めつつ、「令和３年度予算編

成の基本方針」でその方向性を示し、これに基づき予算編成を行う。
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第２章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く

2020年度までの「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を集中的に実施するとともに、その実

施状況を踏まえ、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る。３か年緊急対策後も中長期的視点に立って具体

的ＫＰＩ（数値）目標を掲げ計画的に取り組むため、国土強靱化基本計画に基づき、必要・十分な予算を確

保し、オールジャパンで対策を進め、国家百年の大計として、災害に屈しない国土づくりを進める。緊急防

災・減災事業債等についても、地方自治体の取組状況等を踏まえ、適切に検討を行う。

（４）消費など国内需要の喚起

２．防災・減災、国土強靱化 ― 激甚化・頻発化する災害への対応

<続き>

当面、観光消費の８割を占める国内観光を中心に、宿泊施設の経営内容の見直し等を促しつつ、感染拡大防止

策を徹底しながら、経済活動の段階的引上げに応じた需要の喚起を図る。繁忙期の分散化に資する休暇の分散取

得や仕事と休暇を組み合わせた滞在型旅行の普及を促進しながら、飲食やイベントも含め、新しい生活様式に対

応しつつ、強力な価格インセンティブを講じたＧｏ Ｔｏキャンペーンの円滑な実施により消費を喚起していく。

１．感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ ― 「ウィズコロナ」の経済戦略

（２）デジタルトランスフォーメーションの推進

第３章 「新たな日常」の実現

１．「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備（デジタルニューディール）

Society 5.0の実現を目指してきた従来の取組を一歩も二歩も進め、「新たな日常」の定着・加速に向け、

各種支援や規制改革等を通じ、地域を含む社会全体のＤＸの実装を加速する。

ＤＸの基盤となる５Ｇの全国展開に向けたネットワークの整備及び利活用の促進を図るため、2020年度末ま

でに全都道府県で５Ｇサービスを開始するとともに、2024年度までの５Ｇ整備計画を加速する。５Ｇ基地局

の整備やローカル５Ｇの導入をあまねく促進するとともに、ポスト５Ｇに関する技術開発を推進する。また、

５Ｇ、ポスト５Ｇの先にあるBeyond ５Ｇを見据え、Beyond ５Ｇに対する先行投資を今から行うなど、グ

ローバルな官民連携の下で戦略的に取り組む。また、光ファイバ整備を加速するとともに、ブロードバンド

のユニバーサルサービス化について検討し、2021年度に措置する。
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感染症拡大により、テレワークの活用を通じて、場所にとらわれず仕事ができるという認識が広まりつつあ

る。こうした動きは、多様な人材の活躍の場を広げ、付加価値生産性向上につながるとともに、地方移住の

可能性を広げるものである。「新たな日常」が実現される地方創生を推進していくため、首都圏において地

方移住への関心が高まっているこの機を捉え、スマートシティの推進等を通じ、災害リスクも高い東京一極

集中の流れを大きく変えるとともに、観光や農林水産業といった地域が誇る資源を最大限活かして、強靱か

つ自律的な地域経済を構築することにより、多核連携型の経済社会や国土の在り方を新たに具体化し、国・

地方、さらに官民が協力してその実現を進める。

（２）地域の躍動につながる産業・社会の活性化

<続き>
２．「新たな日常」が実現される地方創生

ポストコロナ時代においてもインバウンドは大きな可能性があり、2030年に6000万人とする目標等の達成に

向けて、観光先進国を実現するために官民一丸となって取り組む。

各国との人的交流回復までの時間を活用して、空港やＣＩＱなど入口の整備、多言語表記などストレスフ

リーで観光できる環境整備、スノーリゾート整備や文化施設61・国立公園などの観光資源としての更なる活

用等、新たなコンテンツづくりに取り組む。高額な消費を行う旅行者をも念頭に宿泊施設の整備や経営内容

の見直し、外国人接遇能力の向上、体験型アクティビティの更なる充実など着地整備を促す。

① 観光の活性化
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「経済財政運営と改革の基本方針2019」（「骨太の方針2019」）
における地方行財政関係部分 ≪抜粋≫（R元.6.21閣議決定）

第１章 現下の日本経済

アベノミクスの推進がもたらした経済の好循環を更に持続・拡大させていくこと、そして、我が国が
直面する様々な課題を克服し、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させてい
くことが、我が国経済が目指すべき最重要目標である。「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方
針の下、経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、2020年頃の名目ＧＤＰ600兆円経済と2025年度の財
政健全化目標 の達成を目指す。

（１）基本認識

２．今後の経済財政運営

（２）新たな時代への挑戦 ：「Society 5.0」実現の加速

我が国は今、「令和」という新たな時代の幕開けを迎えている。
この新しい時代に、人口減少や少子高齢化が進行する中にあっても、直面する様々な課題を克服し、

さらにはピンチをチャンスに変えていく。その大きなパラダイムシフトの鍵となるのが、デジタル化を
原動力とした「Society 5.0」の実現である。Society 5.0の実現は、経済社会の構造改革そのものであ
り、第４次産業革命の先端技術を社会実装し、より高度な経済、より便利で豊かな生活を体現する一方、
課題先進国として課題解決のモデルを提供し、世界をリードしていく。その中で、人生100年時代の到来
を見据え、一人一人が能力を高め、誰もがいくつになっても活躍できる社会を構築していく。
デジタル分野における国際競争が既に激しさを増す中、我が国が世界に後れを取ることがないよう、

切迫した危機感を持って、国を挙げてSociety 5.0実現を加速しなければならない。
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<続き>

（ⅲ）５Ｇ整備やＧ空間社会実現に向けて
Society 5.0の実現に向けて、2020年度末までに全都道府県で５Ｇサービスを開始するとともに、セキ

ュリティの確保に留意しつつ、通信事業者等による５Ｇ基地局や光ファイバなどの情報通信インフラの
全国的な整備に必要な支援を実施し、2024年度までの５Ｇ整備計画を加速する。その際、地方創生の実
現に向け、自らの地域課題を解決する具体的な取組を有する先駆的な地方公共団体を優先して支援する。
また、地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の実現に向け、地理空間情報を使った高度な技術の

社会実装を進める。

（１）Society 5.0の実現

① デジタル市場のルール整備

第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり

１．成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化

２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進

（１）少子高齢化に対応した人づくり革命の推進

① 幼児教育・保育の無償化等

2019年10月から、３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を所得
制限なく無償化する。加えて、幼稚園、保育所、認定こども園以外についても、保育の必要性があると
認定された子供を対象として無償化する 。０歳から２歳児については、待機児童解消の取組と併せて、
住民税非課税世帯を対象として無償化を進める。また、就学前の障害児の発達支援についても、併せて
無償化を進める。
待機児童問題を解消し、女性就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿

整備を着実に進める。
幼児教育・保育の質の確保・向上を行う。認可外保育施設の認可施設への移行を加速化する。企業主

導型保育事業については、待機児童対策への貢献や多様な働き方への対応等の意義を確認しつつ、子供
の安全第一の観点から、保育の質の確保・向上を重視し、審査、指導監査、地方自治体との連携の在り
方を検証し見直すなど、円滑な実施を図る。
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<続き>

全都道府県で有効求人倍率が１倍を超え、地方圏の地価がバブル崩壊後初めて上昇に転じるなど、地

方における経済の好循環の端緒が見られる中、都市部だけではなく日本全国でSociety 5.0の実現を促進

し、豊かで暮らしやすい地方を実現していく。このため、東京一極集中を是正し、地方への新たな人の

流れを創出するとともに、地域外から人・カネ・サービスを自律的に引き寄せるための取組を官民一体

となって加速する。また、「スマートシティ」をSociety 5.0時代のまちづくりの基本コンセプトとする

新たなまちづくりを推進し、地域住民の生活の質を向上させる。

３．地方創生の推進

第３章 経済再生と財政健全化の好循環

（基本的な考え方）

地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方への人・モノ・金の流れを促進すること

で、より個性と活力ある地域経済に再生し、同時に、次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡してい

くことが重要である。Society 5.0時代の到来や人口減少を見据え、2040年頃までに顕在化する諸課題に

今から対応する観点から地方行財政制度の在り方について検討し、必要となる取組を実行するとともに、

国・地方で基調を合わせた歳出改革や効率化を積極的に推進する 。

具体的には、地方歳出についても、2020年度において、新経済・財政再生計画に定める目安(※)に

従って、国の取組と基調を合わせて歳出改革等の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の発行

額の圧縮、さらには、臨時財政対策債などの債務の償還に取り組み、財政健全化につなげる。

（２）主要分野ごとの改革の取組

③ 地方行財政改革

２．経済・財政一体改革の推進等

(※) 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定
的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実
質的に同水準を確保する。
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<続き>

（略）
社会保障関係費の増加、人口減少・高齢化の下での新たなサービス需要の増加といった課題に引き続き

対処し、地方自治体が、より自立的かつ自由度高く、行財政運営できるよう、税源の偏在性が小さく税収
が安定的な地方税体系の構築や地方行財政の持続可能性向上に向けて取り組む。地方の安定的な行財政運
営を確保しつつ、上記の観点から地方交付税制度をはじめとする地方行財政改革を進める。

（持続的な地方行財政制度の構築）
（略）

地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、地方における新たな発想や創意工夫をいかせるよう、地方の
実情を踏まえて補助金の自由度を高めるほか、要件の緩和、手続の簡素化、補助単価等の実態に即した見
直し等に向けて、課題を捕捉した上で2019年末までに対象や工程を具体化する。基準財政需要額の在り方
を含め、将来の人口構造の変化に対応した地方団体の行財政制度の在り方について、第32次地方制度調査
会での議論も踏まえつつ、検討する。また、課税自主権の一層の活用を図る観点から、情報提供など地方
団体への支援を行うことにより、地方の独自財源の確保とそれによる地方独自の行政サービスの向上への
取組を促進する。 （略）

（地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革）
歳出改革の推進と地域再生や業務効率化等に前向き、具体的な行動に取り組む地方の取組を支援する仕

組みの強化の観点から、地方交付税に関し、まち・ひと・しごと創生事業費の人口減少等特別対策事業費
において、地方版総合戦略に基づく取組の成果の実現具合等に応じ、「成果」を反映した配分を５割以上
とすることを目指す。（中略）重点課題対応分に関連する諸施策について、地方自治体による前年度まで
の取組の成果を把握・見える化し、翌年度以降の施策の在り方について検討した上で、所要の措置を講ず
る。
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３．新経済・財政再生計画の策定
（１）基本的考え方

「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、
「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を加速・拡大する。
また、経済・財政一体改革のこれまでの進捗・評価を踏まえた対応や将来予想される大きな変化やリスク

を見据えた課題への対応を適切かつ着実に実行する。

（２）財政健全化目標と実現に向けた取組

○ 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。
○ 同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

（財政健全化目標）

（財政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるための仕組み）

① 社会保障関係費については、再生計画において、2020年度に向けてその実質的な増加を高齢化による
増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、
2019年度以降、その方針を2021年度まで継続する。
消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新しい経済政策パッ

ケージ」で示された「教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公
経済負担）については、別途考慮する。

③ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定
的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実
質的に同水準を確保する。

「新経済・財政再生計画」について
（「経済財政運営と改革の基本方針2018」（H30.6.15閣議決定）抜粋）
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<続き>

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題

（３）地方行財政改革・分野横断的な取組等

（基本的考え方）

地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方への人・モノ・金の流れを促進することで、
個性と活力ある地域経済に再生し、同時に、次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡していくことが重要
である。このため、2040年頃を見据えて課題をバックキャストし、必要となる取組を実行するとともに、
国・地方で基調を合わせた歳出改革や効率化に取り組む。
具体的には、少子化・人口減少の中にあって、地方歳出についても、国の取組と基調を合わせて歳出改革

等の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の発行額の圧縮、さらには、臨時財政対策債等の債務の
償還に取り組み、国・地方を合わせたＰＢ黒字化につなげる。

（地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革）

先進的な業務改革の取組等の拡大を図りつつ、地方公共団体における歳出効率化効果等を改革工程表に

沿って定量的に把握する。窓口業務の委託について、地方独立行政法人の活用や標準委託仕様書等の拡

充・全国展開などの取組を強化し、その状況を踏まえ、トップランナー方式の2019年度の導入を視野に入

れて検討する。その際、業務改革は、より質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供していくために

行うものであることに留意する。地方創生推進交付金について、各事業及び事業全体の効果を検証して効

果向上を図る。地方公共団体の改革意欲を損ねないようにしつつ、業務改革の取組等の成果を、地方財政

計画及び基準財政需要額の算定基礎へ適切に反映する。
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<続き>

（見える化、先進・優良事例の横展開）

地方財政計画と決算について、よりわかりやすく比較が可能となるよう、基盤強化期間中に、地方財

政計画上の各歳入・歳出項目と決算との差額及び対応関係について見える化する。また、地方財政計画

の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単独事業（ソフト）について、実態を定量的なデータで

把握するとともに、法令との関係を含めて見える化する。地方自治体の基金の考え方・増減の理由・今

後の方針に関し、統一的な様式での公表を促すとともに、容易に比較できるよう検討し、一覧化を目指

す。

（５）税制改革、資産・債務の圧縮等

（基本的考え方）

急速な少子高齢化、働き方の変化など、経済社会の構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維

持・促進するとともに、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全般にわ

たる見直しを進める。
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「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」≪抜粋≫ （R2.7.17 閣議決定）

（２）東京圏への転出入の現状

第１章 地方創生の現状

東京圏への転入超過数は増加傾向にあり、2019年には、14万６千人（転出者数35万２千人に対し転入者

数49万８千人）を記録する等、東京圏への一極集中の傾向が続いている。このような中で、2019年の東京

圏の人口は3,672万８千人となり、全人口の約３割が集中している。

東京圏への転入超過数の大半は若年層であり、2019年は15～19歳（２万５千人）と20～29歳（10万７千

人）を合わせて13万人を超えている。若年層の年齢階層ごとの動向を見ると、15～19歳の転入超過数は、

近年、減少傾向にあるものの、20～24歳、25～29歳の転入超過数は、増加傾向にある。転入と転出に分け

て見ると、20歳代の転入数の増加傾向と、30歳代から40代前半の転出数の減少傾向とが、近年の転入超過

数に大きく影響している。

一方で、アンケート調査によると、東京圏在住者（20～59歳）の約半数が地方圏での暮らしに関心を持

っており、若い人ほど関心が高く、また、地方圏出身者（転入者）の方が東京圏出身者よりも関心が高い

という結果になっており、地方への関心や地方移住への意向を実際の地方移住につなげていくことが必要

である。

２．人口等の状況
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＜今後の取組の進め方＞

感染症の拡大に伴う、テレワークなどの経験により、地方移住や、副業、ワークライフバランスの充実へ

の関心の高まりが見られるなど、国民の意識・行動に大きな変化が生じてきている。この変化を逃すことな

く、地方創生の実現に向けた取組を加速化しなければならない。全国津々浦々、医療、福祉、教育など社会

全体のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を進めつつ、ポスト・コロナ時代の新たな日常に向け

て、東京圏への一極集中の是正、結婚・出産・子育てしやすい環境の整備に向けた取組の強化を図る。

今後とも、感染症による厳しい状況を克服し、地方創生の実現を目指していくため、以下のとおり、「雇

用の維持と事業の継続」、「経済活動の回復」及び「強靱じんな経済構造の構築」という３つの局面を意識

しつつ、本基本方針に基づく取組を速やかに実行する。

また、感染症の状況及び地域経済・生活の状況は異なるため、地域ごとに該当する段階及び取るべき対策は

異なる。地域の実情に応じて、必要な段階で必要な対策を柔軟に取り組めるよう、支援を行っていくことが

必要である。

地方創生は、各地域・地方公共団体が、その強みや魅力を活かした取組を自主的・主体的に行うことが重

要である。国は、この各地域・地方公共団体の取組を支援することが基本である。しかし、国が自ら取り組

むべき施策については、国が積極的に進めることが必要である。まち・ひと・しごと創生本部が国の施策の

司令塔として、関係省庁の連携を強めて迅速に取り組む。

第２章 政策の方向

<続き>
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① 地方大学の産学連携強化と体制充実

２．新たな日常に対応した地域経済の構築と東京圏への一極集中の是正

東京圏への人口の転入超過が続いている上、近年は東京圏への転入企業数が東京圏からの転出企業数を上

回っているとの調査結果もあるように、東京圏には、人口、企業が集中しているとともに、通勤・通学時間

の長さ・混雑等の問題が生じている。このような中で、今般の感染症が都市部を中心に拡大していることを

踏まえ、都市部への人口集中・過密に伴うリスクを減少・回避することの重要性についての認識が広がって

きている。さらに、中央防災会議においては、人口が集中している東京圏に首都直下地震、富士山の噴火等

の巨大災害が発生した場合は、広域かつ非常に多くの住民の生活や経済活動に影響を与えると指摘し、周知

している。このようなリスク・被害の軽減や、国・企業のBCPの観点からも、東京圏への一極集中の是正を

進める必要がある。

<続き>

（２）地方への移住・定着の推進

② リモートワーク推進等による移住等の推進

地方大学・地域産業創生交付金により地域の中核的産業の振興に向けた研究開発や人材育成の取組に対

して重点的に支援を行い、「キラリと光る地方大学づくり」を進めていく。

リモートワーク・リモートサービス等を通じた働き方・生活様式に対する変化も活かして、地方におけ

るサテライトオフィスの開設、地方におけるリモートワーク・リモートサービスの取組等を支援すること

により、若者を惹きつけるような魅力あるしごとを地方につくりだすとともに、地域の魅力を高めること

で、地方への新しいひとの流れを大きくし、東京圏への一極集中を是正する。

移住支援金制度を活用し、地方での再チャレンジを目指す若い世代や、プロフェッショナル人材、卓越

した技術の承継を志す者等の地方移住を支援する。

民間企業の地方への移転を促すため、地方拠点強化税制等により移転に伴うコストを軽減するほか、地

方における人材確保の取組を支援する等、総合的に対応していく。また、若者を惹きつけるような産業を

地域に創出していくため、未来技術を利用した産業等のクリエイティブで付加価値の高い産業分野での起

業を支援対象とするなど、起業支援事業に関する制度の見直しを図り、地域での起業を強力に支援する。
25



② 地方への資金の流れの創出・拡大

<続き>③ Society 5.0の推進等による地域の魅力の基盤の創出

未来技術を各々の地域特性に応じて有効に活用し、地域課題の解決、地域の魅力向上を図ることが重要

である。このため、5G・光ファイバなどの次世代情報通信インフラの整備を地方部と都市部を隔たり無く

早期に進めるとともに、引き続き、地方創生推進交付金によるSociety 5.0推進のための全国モデルとなる

取組の支援や、DXなどにも対応できるデジタル専門人材の派遣等を着実に進めていく。

地方での企業活動を通じた関係人口の創出・拡大とあいまって、地方への企業の寄附等によって地域と

のつながりを強化することが重要である。企業版ふるさと納税によって、資金の流れにとどまらず、地方

にしごとが作られ、その結果、ひとの流れが新しく作られることも期待される。

地方への企業の寄附等による地域とのつながりを強化するため、企業版ふるさと納税について、税額控

除割合の引上げや手続の簡素化など、大幅な見直しを実施した上で、適用期限を５年間延長したところで

ある。その結果、企業版ふるさと納税活用団体数は700団体と過去４年間の累計を大きく上回っており、今

後も、活用団体数の更なる増加に加え、寄附件数・寄附額の着実な増加を目指す。

また、今般の感染症の拡大により多大な影響が出ている中でも、感染症に対応するための地方公共団体

の取組に賛同し寄附をする企業も出てきている。

こうしたことも踏まえ、関係省庁等と連携して地方公共団体、企業等へ積極的に制度や優良事例の周知

を行うとともに、事例の分析・横展開や様々なマッチング機会の充実に取り組む。

（３）地域とのつながりの構築
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① 地方創生推進交付金

５．地域の実情に応じた取組に対する国の支援等

地方創生は、人口減少や、東京圏への一極集中がもたらす危機を国と地方公共団体がしっかりと共有した

上で、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正を共に目指すもので

ある。

各地域が意欲と熱意を持ち、その地域の強みや魅力を活かした取組を自主的・主体的に行うことが重要で

あり、この取組を情報、人材、財政など様々な観点で国が積極的に支援することが基本である。ほぼ全ての

地方公共団体において、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「市町村まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の改訂・延長等が行われ、これらに基づき、各地域の実情に即した切れ目ない地方創生の取組

が推進されている。このため、引き続き、以下のとおり、地域の実情に応じた地域課題の解決と地域の活性

化の取組に対する財政支援措置を講ずる。

<続き>

（１）地域の実情に応じた取組に対する国の支援

② まち・ひと・しごと創生事業（地方財政措置）

地方創生推進交付金については、第２期「総合戦略」を強力に推進するため、地域再生法（平成17年法

律第24号）に基づく法定交付金として、地方公共団体の複数年度にわたる取組を安定的かつ継続的に支援

する枠組を維持するとともに、所要額を確保し、地方公共団体の自主的・主体的な事業設計による取組を

支援する。

まち・ひと・しごと創生事業費については、2015年度から2020年度までにおいて、地方財政計画の歳出

に１兆円を計上したところである。2021年度以降においても、地方公共団体が、地域の実情に応じ、自主

的・主体的に地方創生に取り組むことができるよう、引き続き、所要額を計上することとする。
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① 地方移転・移住の推進

<続き>

地方へのしごとの移転

・東京の大企業を中心とした企業の地方へのしごとの移転、社員等の地方移住に向けた機運の醸成及び地

方創生に資する実例の創出に向け、経済界、関係省庁との連携体制を構築するとともに、地域プロジェ

クト参画型、ワーケーション型、機能分散型、遠距離テレワーク型などの地方創生に資するリモートワ

ークの類型に応じて、東京企業のサテライトオフィス誘致等に戦略的に取り組む地域を強力に支援する

。また、既存の施設の改修によりサテライトオフィスを整備する観点から、例えば、地域金融機関の営

業店舗などの施設を有効に利用する取組を支援する。

・建物の取得や従業員の雇用等に係る税制（地方拠点強化税制）や、企業の移転、人材確保に係る地方公

共団体の取組への支援等により、企業の本社機能の地方移転等を推進する。

・専門家が相談を受ける「テレワークマネージャー事業」や中小企業を支える団体とも連携した「テレワ

ークサポート体制の整備」、サテライトオフィス環境整備を通じた支援等により、テレワークの普及を

促進する。

民間企業の地方への移転を促すため、企業の地方拠点強化や地方における人材の確保等に係る支援、サ

テライトオフィスの開設支援等を総合的に進め、地方に魅力的なしごとをつくる。また、東京から地方へ

のUIJターンによる起業・就業者の創出や地域おこし協力隊の拡充等により、地方移住を推進する。

２.地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

第３章 各分野の政策の推進

（１）地方への移住・定着の推進

【具体的取組】
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<続き>
地方への移住・地方での起業の推進

・東京23区在住・在勤者が地方に移住して起業又は就業する場合に、最大300万円を支給することにより、

地方公共団体が実施するUIJターンの取組を引き続き支援する。地方創生移住支援事業については、若い

世代や関係人口の地方でのチャレンジを後押しする観点から、制度の対象を拡充するとともに、プロフェ

ッショナル人材事業等を活用し、都市部から地域企業へ就業する専門人材への支援を実施する。また、地

方において様々な分野で卓越した技術を有する事業者の情報を発信し、その技能承継や後継者確保などを

促進するため、移住支援金の活用も含め、地域を越えた就業希望者とのマッチングサポートを行う地方公

共団体等の取組を支援する。

・Society 5.0関連業種等のクリエイティブで付加価値の高い産業分野での起業や、第二創業による当該産

業分野への進出を支援するなど、起業支援事業を拡充し、若者を惹きつけるような産業を地方に創出し、

雇用拡大等により地域経済を活性化させる。

・地域おこし協力隊の隊員数を2024年度に8,000人に増やす目標に向けて、応募者の拡大に取り組むほか、

なり手の確保に向けた制度周知を行うとともに、マッチング機会の充実等を行う。また、隊員の起業支援

及び事業承継を支援し、任期終了後の定住・定着を一層推進する。さらに、隊員の受入・サポート体制の

充実を図り、隊員OB・OGのネットワークづくりを推進する。あわせて、制度の一層の充実を図り、より多

様な人材の活躍等を促進する。
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≪内閣府資料を基に作成≫

【Ｒ②要件緩和】

対象者：東京23区に連続５年在住
または通勤 →通算５年

【Ｒ②要件緩和】

対象企業：
資本金10億円未満
→ 概ね50億円未

満
（一定要件

あり）

30



中小企業経営強化税制について
H 2 9税制改正

中小企業庁資料に加筆

H31税制改正で2年延長（R2年度末まで）

31



Ｒ２緊急経済対策
財務省資料より
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エコカー減税（自動車取得税）の概要

2020

2020

2020

2020

総務省資料に
一部修正

令和元
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自動車税環境性能割の概要

自家用については、R1.10～R3.3.31の間、
臨時的軽減措置（▲１％）

2020

2020

2020

2015

総務省資料に
一部修正
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自動車重量税（国税）の概要 総務省資料に
一部修正
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第三 検討事項

６ 自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り
巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・
地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方につい
て、中長期的な視点に立って検討を行う。

令和２年度与党税制改正大綱 ＜車体課税抜粋＞
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うち
都道府県分計
(Ａ-A’+B-B’’’

+D’)

うち
市町村分計
(A’+B’’’’+Ｃ
+Ｄ’’)

うち自動車
取得税交付金

(A’)

うち
環境性能

割交付金
(Ｂ’’’’)

17 27,353 18,889 8,464 4,528 3,167 17,528 1,515 3,782 7,574

18 27,119 18,574 8,545 4,570 3,251 17,255 1,573 3,721 7,350

19※ 26,748 18,461 8,287 4,247 2,960 17,174 1,636 3,691 7,399

20 25,782 17,868 7,914 3,663 2,603 16,808 1,687 3,624 7,170

2,310
（エコカー減税創設）

3,081
（譲与率の引上げ）

23 22,534 16,497 6,037 1,678 1,153 15,972 1,804 3,080 4,478

2,104
（エコカー減税継続）

25 22,211 16,304 5,907 1,934 1,374 15,744 1,892 2,641 3,814

863
（税率引下げ、エコカー減税拡充）

1,373
（エコカー減税継続）

28 21,851 15,794 6,057 1,461 1,016 15,349
2,384

(グリーン特例(軽課)・経

年車重課導入)

2,657 3,915

29 22,448 15,947 6,501 1,897 1355 15,405 2,486 2,660 3,778

30 22,752 16,079 6,673 1,982 1,407 15,504 2,577 2,689 3,950

令元 22,213 15,999 6,214 870 621 15,240 143 519 232 2,668 31 80 2,662 3,760

2 22,226 16,006 6,220 0 0 0 15,294 1,214 603 0 2,755 118 101 2,744 3,930

＜参考＞
自動車
重量税収
（国分）

都道府
県分
（D’）

軽自動車税収
(Ｃ)

種別割
(C’’)

環境
性能割

(C’’’)

自動車重量譲与税
（D）

市町村分
(Ｄ’’)

自動車税収
（Ｂ)

環境
性能割
(Ｂ’’’)

16,544

種別割
(Ｂ’’)

1,739

22 22,928 16,689 6,239 1,916

3,270

年度

地方分計(A+B+C+D)
自動車取得税収（A）

自動車税
(Ｂ’)

軽自動車
税収
(Ｃ’)

21 23,863 17,269 6,594 1,585

1,382 16,155 1,776

6,351

4,465

26 20,919 15,797 5,122 628

1,464 15,860 1,843 2,806 3,96924 22,613 16,500 6,113

27 21,440 15,843 5,597 958 1,997
（税率引上げ）

2,642 3,849

15,562 1,951 2,543 3,728

15,428

総務省資料より車体関係税収の推移

（備考）平成30年度までは決算額、令和元、２年度は地方財政計画計上額（自動車重量税は予算額）である。

▲4,522億円

※ リーマンショックによる影響のない年度
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